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■営業や農業などの事業を営んでいる人、または地
代・家賃・配当・不動産の売却、個人年金、報酬
などの所得がある人で、所得税が掛からない人

■給与所得者（サラリーマンなど）で、給与支払報告
書（源泉徴収票）が市役所へ提出されない人

■医療費控除や障害者控除などの控除を受けようと
する人

※所得税の確定申告書を提出した人は、市・県民税
の申告書を提出したと見なされるので、改めて
市・県民税の申告をする必要はありません

※申告が必要な所得を申告しなかった場合、年度の
途中から税額がかかったり、増税になったりする
可能性があります

会場と申告相談日は、地域によって異なります
４ページの申告相談日程表を確認ください

課税課（市役所２階３番窓口）☎32-2015

■所得の合計額が所得控除の合計額を超える人で、
次のいずれかに当てはまる人

●商業・工業・医業・農業などを営んでいる
●地代・家賃・配当・不動産の売却などの所得があ
る

■給与所得者（サラリーマンなど）で、次のいずれか
に当てはまる人

●給与などの収入金額が2,000万円を超える
●年末調整済みの給与以外の所得が20万円を越え
る

●２カ所以上から給与を受けている
■所得税の還付を受けようとする人

津山税務署
※期間中の土・日曜日・祝日は休み
※所得税の還付申告も受け付けています

津山税務署（田町）☎22-3147

対象　平成27年中（平成27年１月１日～12月31日）の所得

申告に必要なもの

申告をする人へのお願い

□　印鑑
収入と経費が分かる資料
□　給与所得または年金所得のある人…給与、公的年金の源泉徴収票
□　事業所得（営業、農業など）や不動産所得がある人…収入金額と必要経費をまとめたもの
□　その他所得（一時所得、雑所得（個人年金、報酬など）配当所得など）がある人…その支払調書など
各種控除を受けるための資料
□　医療費控除…支払った医療費の領収書、保険金などで補てんされた金額が分かるもの
□　社会保険料や生命保険料、地震保険料などの控除…支払った保険料の証明書や領収書
□　寄附金控除…領収書、証明書
□　障害者控除…障害者手帳などの証明書
※事業所得（営業、農業など）がある人や医療費控除を受ける人は、必ず事前に領収書などを整理、計算して
会場へお越しください

　申告期間中は、会場が大変混雑します。混雑を緩和す
るために、次の人は、税務署での申告をお願いします。
◆青色申告をする人
◆雑損控除を申告する人
◆株式譲渡所得・配当所得・先物取引所得がある人、損
　失の繰り越しをする人
◆土地・建物の譲渡所得のある人
◆住宅ローン控除を初めて申告する人

　所得税と市・県民税の申告は、平成27年中の所得税の精算をしたり平成28年度の市・県民税の計算をしたり
するための大切な手続きです。給与所得者でも、その他の所得がある人や各種控除を受けようとする人は申告
を行う必要があります。

市・県民税と所得税などの申告は、 ２月16日㈫～３月15日㈫

年金所得者の確定申告不要制度
　年金所得者で下記の対象となる人は、確定申告をする必要がありません。
対象　公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の
　所得金額が20万円以下の人
※所得税などの還付を受けたい人は、確定申告が必要です
※市・県民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください

インターネットを利用して
確定申告書を作ることができます

　国税庁のホームページから、インターネット
上で確定申告書を作ることができます。
　一度やってみませんか。
国税庁ホームページ
　https://www.nta.go.jp/
電子申告（e-Tax）ホームページ
　https://www.e-tax.nta.go.jp/

【混雑を避けるため、できるだけ地区ごとの日程・会場で申告してください】※本庁では、期間中すべての日曜日に申告相談を受け付けます
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※該当する日にご都合が悪い場合は、別の日に申告していただいても構い
ません。会場は混雑が予想されますので、なるべく該当する日にお越し
ください

平成28年度　申告相談日程・会場
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